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休
日
・
夜
間
の
無

償
勤
務
を
有
償

に
し
た
「
管
理
職

特
勤
手
当
」 

  

管
理
職
ユ
ニ
オ
ン
が
結
成

さ
れ
る
以
前
は
、
事
故
や
災
害

対
応
で
休
日
或
い
は
深
夜
の

勤
務
は
、
「
管
理
職
手
当
に
包

括
さ
れ
る
」
と
無
給
で
し
た
。 

管
理
職
ユ
ニ
オ
ン
は
、
人
事

院
の
本
院
、
地
方
事
務
局
と
交

渉
を
積
み
重
ね
、
事
故
や
災
害

対
応
を
行
う
こ
と
、
災
害
は
一

過
性
で
は
な
く
復
旧
・
復
興
に

長
期
間
を
要
し
、
限
ら
れ
た
要

員
の
中
で
管
理
職
員
が
果
た
す
役

割
の
重
要
性
な
ど
地
方
整
備
局
職

場
の
特
殊
性
を
訴
え
、
「
管
理
職
員

特
別
勤
務
手
当(

以
下
、
管
理
職
特

勤
手
当
）」
を
創
設
さ
せ
て
い
ま
す
。 

こ
の
手
当
の
創
設
に
よ
り
、
災
害

対
応
後
の
「
手
当
」
支
給
が
管
理
職

員
の
「
や
り
が
い
」
を
支
え
て
い
る

と
考
え
て
い
ま
す
。 

 手
当
の
「
改
善
」
と

「
新
設
」
で
、
や
り
が

い
持
っ
て
取
り
組
め
る

職
場
に
！ 

  

現
状
で
は
、
休
日
の
イ
ベ
ン
ト
に

も
適
用
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
時
間
数

に
よ
っ
て
は
振
替
休
暇
処
理
に
な

り
、「
年
休
も
消
化
で
き
な
い
職
場
」

現
状
を
反
映
し
た
運
用
に
は
な
っ

て
い
ま
せ
ん
。
ま
た
、
突
発
的
な
事

故
で
や
む
を
得
ず
自
宅
で
の
休
日
、

深
夜
勤
務
も
、
よ
う
や
く
支
給
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、
近
畿
や

北
陸
の
不
支
給
事
案
「
行
政
措
置
要

求
」
で
私
た
ち
が
勝
利
し
、
正
当
性

が
認
め
ら
れ
た
か
ら
で
す
。 

 

私
た
ち
管
理
職
ユ
ニ
オ
ン
は
、

「
管
理
職
特
勤
手
当
」
支
給
が
、
私

た
ち
の
「
や
り
が
い
」
に
繫
が
る
支

給
に
転
換
さ
せ
、
更
に
は
、
テ
ッ
ク

フ
ォ
ー
ス
派
遣
時
や
雪
寒
等
の
長

期
体
制
時
、
災
害
の
復
旧
時
等
に

『
誇
り
を
持
っ
て
取
り
組
め
る
』
手

当
の
創
設
を
求
め
て
行
き
ま
す
。 

そ
の
為
に
は
多
く
の
管
理
職
の

皆
さ
ん
の
理
解
と
運
動
参
加
、
職
場

の
皆
さ
ん
の
理
解
と
支
持
が
必
要

で
す
。 

 

管
理
職
ユ
ニ
オ
ン
は
、
管
理
職
員
が
結
集
す
る
日
本
で
初
め
て
の
労
働
組
合
と

し
て
、
一
九
九
八
年
に
結
成
さ
れ
、
様
々
な
要
求
実
現
を
勝
ち
取
っ
て
い
ま
す
。 

私
た
ち
は
、
こ
う
し
た
要
求
実
現
が
、
管
理
職
員
が
国
民
の
安
全
・
安
心
等
の
為

に
働
く
、
そ
の
「
や
り
が
い
」
に
寄
与
し
て
き
た
と
考
え
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た

取
り
組
み
を
更
に
前
進
さ
せ
る
為
に
も
、
私
た
ち
の
運
動
へ
の
理
解
と
参
加
を
お

願
い
し
ま
す
。 

要求する項目 要求の背景

テックフォースに関する要求

(1)出動した職員の手当（管理職特別勤務手当、超過勤務手当）の
改善を行うこと。
(2)テックフォースは、通常の業務以外の勤務であり、特殊勤務手当
を新設すること。
(3)特殊勤務手当新設までの間、災害応急作業等手当の支給・改
善を行うこと。

災害対応の長期化について

　災害時や雪寒対応では、「２～３日寝ずの対応が行われた。」
「１ヶ月以上連続勤務をした。」「緊急復旧時は超過勤務を１００時
間以上やった。」などの事例が発生していることから、事務所・出張
所の体制強化と、本局・他事務所・他地整などからの支援により交
代要員を適正に配置し、異常な働き方を改善することを要求してい
きます。

雪寒体制、ダム操作等におけ
る深夜勤務について

　職員が少なく交代要員が不足する現状において、深夜を含む24
時間勤務を行わなくてはなりません。上記と同様に体制を拡充を求
めるとともに、手当のあり方についても議論していきます。
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勝
ち
取
っ
て
き
た 

退
職
後
の 

仕
事
と
生
活
！ 

  

政
府
は
三
月
十
三
日
の
閣
議
で
、

国
家
公
務
員
の
定
年
を
六
〇
歳
か

ら
六
五
歳
へ
と
段
階
的
に
引
き
上

げ
る
関
連
法
案
を
決
定
し
ま
し
た
。 

内
容
は
、
二
〇
二
二
年
度
か
ら
２
年

ご
と
に
１
歳
ず
つ
引
き
上
げ
、
二
〇

三
〇
年
度
に
六
五
歳
と
す
る
。
ま
た
、

定
年
引
き
上
げ
に
合
わ
せ
、
六
〇
歳

に
達
し
た
職
員
を
原
則
と
し
て
管

理
職
か
ら
外
す
「
役
職
定
年
制
」
を

導
入
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

  

管
理
職
ユ
ニ
オ
ン
は
、
定
年
後
も

働
き
が
い
を
持
っ
て
働
き
、
豊
か
な

生
活
が
築
け
る
よ
う
「
再
任
用
」
制

度
の
改
善
を
求
め
て
き
ま
し
た
。
二

〇
〇
八
年
に
再
任
用
制
度
が
始
ま

り
、
私
た
ち
ユ
ニ
オ
ン
の
運
動
に
よ

り
、
二
〇
一
二
年
に
は
四
級
で
の
指

導
官
ポ
ス
ト
が
誕
生
し
主
任
指
導

官
ポ
ス
ト
に
つ
な
が
り
、
二
〇
一
六

年
に
フ
ル
タ
イ
ム
採
用
が
実
現
し
、

今
で
は
全
地
整
で
フ
ル
タ
イ
ム
採

用
が
実
現
し
て
い
ま
す
。 

管
理
職
ユ
ニ
オ
ン
が
本
省
及
び

地
整
当
局
と
交
渉
し
、
人
事
院
や
内

閣
官
房
内
閣
人
事
局
へ
職
場
の
実

態
を
訴
え
た
か
ら
こ
そ
実
現
し
た

と
考
え
て
い
ま
す
。 

 

「定
年
延
長
制
度
」目
前 

 

今
か
ら
が 

正
念
場
！ 

  

今
、
定
年
延
長
制
度
成
立
が
目
前

に
迫
り
、
定
年
延
長
は
六
〇
歳
以
降

「
役
職
定
年
」
し
、
給
与
は
七
割
と

う
た
わ
れ
て
い
ま
す
。 

し
か
し
、
現
状
の
再
任
用
で
の
フ
ル

タ
イ
ム
採
用
者
は
五
割
弱
の
給
与

水
準
に
留
ま
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
ま

ま
で
は
、
定
年
後
同
じ
よ
う
に
働
い

て
も
１
歳
違
い
で
給
与
格
差
が
生

じ
る
か
、
或
い
は
、
低
い
方
の
水
準

へ
合
わ
せ
る
事
も
予
想
さ
れ
、
定
年

後
の
仕
事
と
処
遇
の
改
善
は
今
が

正
念
場
で
す
。 

ま
た
、
再
任
用
者
の
業
務
は
欠
員

ポ
ス
ト
の
後
補
充
に
使
わ
れ
、
「
培

っ
た
経
験
と
知
識
」
を
活
か
せ
る
業

務
に
必
ず
し
も
従
事
し
て
い
ま
せ

ん
。
そ
の
こ
と
が
後
進
の
育
成
に
活

か
さ
れ
ず
、
再
任
用
者
の
や
り
が
い

を
減
退
さ
せ
て
い
る
面
も
あ
り
工

夫
が
必
要
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
是

非
、
管
理
職
の
皆
さ
ん
、
職
場
の
皆

さ
ん
の
力
を
貸
し
て

下
さ
い
。
処
遇
と
生

活
を
守
り
、
定
年
退

職
者
が
、
国
民
の
安

全
安
心
に
貢
献
で
き

る
職
場
を
、
共
に
築

き
ま
し
ょ
う
！ 

注）①本表は、20国会に提案されている法案をもとに作成しています。従って、解釈が異なっている部分もある可能性があります。 
②（退職）時に「定年延長」と「再任用」が選択でき、「定年延長」が終了すれば年金支給までは「再任用」と思われますが、あくまで

も予想です。 

生まれた年度 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
暦年 西暦 令和1年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年 令和8年 令和9年 令和10年 令和11年 令和12年 令和13年 令和14年 令和15年 令和16年 令和17年 令和18年

60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳 66歳 67歳 68歳 69歳 70歳 71歳 72歳 73歳 74歳 75歳 76歳 77歳

退職 再任用（フル） 年金支給(64歳の誕生日から）
再任用(ハーフ)

59歳 60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳 66歳 67歳 68歳 69歳 70歳 71歳 72歳 73歳 74歳 75歳 76歳

退職 再任用（フル） 年金支給
再任用(ハーフ)

58歳 59歳 60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳 66歳 67歳 68歳 69歳 70歳 71歳 72歳 73歳 74歳 75歳

退職 再任用（フル） 年金支給(65歳の誕生日から）･･･制度完成
再任用(ハーフ)

57歳 58歳 59歳 60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳 66歳 67歳 68歳 69歳 70歳 71歳 72歳 73歳 74歳

(退職) 定年延長 ↴ 年金支給
再任用(ハーフ？)

56歳 57歳 58歳 59歳 60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳 66歳 67歳 68歳 69歳 70歳 71歳 72歳 73歳

(退職) 定年延長 ↴ 年金支給
再任用(ハーフ？)

55歳 56歳 57歳 58歳 59歳 60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳 66歳 67歳 68歳 69歳 70歳 71歳 72歳

(退職) 定年延長 ↴ 年金支給
再任用(ハーフ？)

54歳 55歳 56歳 57歳 58歳 59歳 60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳 66歳 67歳 68歳 69歳 70歳 71歳

(退職) 定年延長 ↴ 年金支給
再任用(ハーフ？)

53歳 54歳 55歳 56歳 57歳 58歳 59歳 60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳 66歳 67歳 68歳 69歳 70歳

(退職) 定年延長 ↴ 年金支給
再任用(ハーフ？)

52歳 53歳 54歳 55歳 56歳 57歳 58歳 59歳 60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳 66歳 67歳 68歳 69歳

(退職) 定年延長 ↴ 年金支給
再任用(ハーフ？)

51歳 52歳 53歳 54歳 55歳 56歳 57歳 58歳 59歳 60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳 66歳 67歳 68歳

(退職) 定年延長 ↴ 年金支給
再任用(ハーフ？)

50歳 51歳 52歳 53歳 54歳 55歳 56歳 57歳 58歳 59歳 60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳 66歳 67歳

(退職) 定年延長 ↴ 年金支給
再任用(ハーフ？)

49歳 50歳 51歳 52歳 53歳 54歳 55歳 56歳 57歳 58歳 59歳 60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳 66歳

(退職) 定年延長 年金支給

再任用(ハーフ？)

昭和44年生まれ
【1969】

昭和45年生まれ
【1970】

昭和41年生まれ
【1966】

昭和42年生まれ
【1967】

昭和43年生まれ
【1968】

昭和38年生まれ
【1963】

昭和39年生まれ
【1964】

昭和40年生まれ
【1965】

【1962】

昭和34年生まれ
【1959】

昭和35年生まれ
【1960】

昭和36年生まれ
【1961】

昭和37年生まれ

定年後の雇

用形態が４つ

発生する？

定年延長制度完成

②

③

④

①


